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■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）

■問合せ
中央公民館図書室☎０２９－８８５－８４４２

■インターネット蔵書検索
https://www.im.licsre-saas.jp/
miholib/webopac/index.do

図書室便り図書室便り

休室日：毎週月曜日・祝日・毎月最終火曜日
図書室カレンダー図書室カレンダー

新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

お話し会

【６月】日時 ６月２１日（土）午前１１時～
　　　　会場 中央公民館２階　視聴覚室
【７月】日時 ７月１９日（土）午後２時～
　　　　会場 中央公民館２階　こどもの部屋

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加すると、ちょっとしたプレゼン
トがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加すると、ちょっとしたプレゼン
トがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。
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■図書室のＰＣからの検索
キーワードなどを入力する時に「漢字入力」が使え
るようになりました。
タイトルや作者の名前で検索をする時に便利です。

■図書室のＰＣからの検索
キーワードなどを入力する時に「漢字入力」が使え
るようになりました。
タイトルや作者の名前で検索をする時に便利です。
■お手持ちのＰＣなどからの検索
検索結果の表示が選べるようになりました。
使いやすい方を選んでお使いいただけます。
カードモード：本の表紙が一緒に表示される、本の
見た目がわかりやすいモードです。
※DVDや古い本など一部は表示対象外です。
シンプルモード：タイトルや著者など、本の情報が
一列に並んで見やすいモードです。

■お手持ちのＰＣなどからの検索
検索結果の表示が選べるようになりました。
使いやすい方を選んでお使いいただけます。
カードモード：本の表紙が一緒に表示される、本の
見た目がわかりやすいモードです。
※DVDや古い本など一部は表示対象外です。
シンプルモード：タイトルや著者など、本の情報が
一列に並んで見やすいモードです。

ＰＣなどからの検索が便利になりました！

利用者のページは利用者カードを作成済の方が「新
規パスワード登録」をすると使えるようになります。
様々な機能があるので、ぜひ使ってみてください！
なお、以前登録されたパスワードを忘れてしまった
際は再度「新規パスワード登録」を行うことでご利
用できます。

利用者のページは利用者カードを作成済の方が「新
規パスワード登録」をすると使えるようになります。
様々な機能があるので、ぜひ使ってみてください！
なお、以前登録されたパスワードを忘れてしまった
際は再度「新規パスワード登録」を行うことでご利
用できます。

■バーコード表示機能
利用者カードと同じバーコードが表示できます。
貸出の際、カードとして使用できます。

■バーコード表示機能
利用者カードと同じバーコードが表示できます。
貸出の際、カードとして使用できます。
■図書室カレンダー
オレンジ色の日にちを選択すると、その日が返却期
限日の資料のタイトルを確認することができます。

■図書室カレンダー
オレンジ色の日にちを選択すると、その日が返却期
限日の資料のタイトルを確認することができます。

ＨＰの「利用者のページ」がリニューアルしました！

図書室からのお知らせ図書室からのお知らせ

■期間　６月２２日（日）まで
■対象　未就学児～中学生
■期間　６月２２日（日）まで
■対象 未就学児～中学生

　のホンまつり
期間中、借りた本の内容に応じてシールを１枚もら
うことができます。詳しくは図書室まで。
期間中、借りた本の内容に応じてシールを１枚もら
うことができます。詳しくは図書室まで。

■問合せ　総務課☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４・２０５

令和７年度美浦村結婚新生活支援事業令和７年度美浦村結婚新生活支援事業令和７年度美浦村結婚新生活支援事業
新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費や引っ越し費用の一部を補助します

▲

申請方法　
　必要書類を揃えて、申請期間内に役場総務課にご提出してください。
　※詳細についてはホームページをご覧いただくか、役場総務課にお問合わせください。

◎助成上限額は？
・夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以下の場合は上限６０万円
・上記以外の場合は上限３０万円

◎主な要件は？
・令和７年１月１日から令和８年３月３１日までの間
に、婚姻届を提出し受理されている

・美浦村に居住又は、転入・転居の届出をしている
・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下である
・夫婦の所得額の合計が５００万円未満である
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から返
済額控除できます。

◎対象経費となる経費は？
・新規に美浦村内に住宅を取得した際の費用
・新規に美浦村内の住宅を賃借する際に要した費用
（賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料）
※ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている
　場合は、当該手当分を除きます。
・婚姻に伴う引越しに要した費用　
・リフォーム費用

■問合せ　子育て支援課☎０２９－８８５－０３４０（内）２３１・２３２

児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ

◎令和6年１０月から所得制限がなくなりました

　


